
 

令和６年５月２７日 

独立行政法人造幣局 

 

女性の活躍に関する情報の公表 

 

「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」（平成２７年法律第６４号）第

２０条の規定に基づき、独立行政法人造幣局における女性の職業生活における活躍に

関する情報を以下のとおり公表します。 

 

項目 状況 

女性労働者に対する職業生活に関する機会の提供  

１．採用した職員に占める女性職員の割合 ２６.１％ 

２．全職員に占める女性職員の割合 １９.３％ 

３．係長級にある職員に占める女性職員の割合 ２５.９％ 

４．管理職に占める女性職員の割合 ７.５％ 

５．役員に占める女性の割合 １６.７％ 

６．男女の賃金の差異 

（男性の賃金に対する女性の賃金の割合） 

全職員      ７０.８％ 

正職員      ７５.６％ 

パート・有期職員 ７６.７％ 

職業生活と家庭生活との両立  

７．男女の平均勤続年数の差異 男性 ２３年 

女性 １４年 

８．男女別の育児休業取得率 男性 ５５.０％ 

女性 １００％ 

９．全職員(管理監督者を除く)の一月当たりの平均残業時間 １３.３時間 

１０．年次有給休暇の取得率 ８８.５％ 

 

注１．対象（項目６を除く）は常勤職員で暫定再任用職員を除く 

 ２．各項目の基準日等 

   〔項目〕１、６、８、９   令和５年４月１日～令和６年３月３１日 

〔項目〕２、３、４、５、７ 令和６年４月１日 

   〔項目〕１０        令和５年１月～令和５年１２月 

 ３．項目４の「管理職」とは、課室長級以上の職員をいう。 

４．項目６の「パート・有期職員」とは、暫定再任用職員、期間業務職員、任期付職員

及びパート職員をいう。「賃金」は、基本給、超過労働に対する報酬、賞与等を含

み、退職手当、通勤手当を除く。短時間勤務者については、正職員の所定労働時間

で換算した人員数を基に賃金を算出している。 

５．項目８は「育児休業取得者数」÷「新たに育児休業が取得可能になった人数」×100 

 ６．項目９の「管理監督者」とは、労働基準法第４１条第２号に規定する者をいう。 

 ７．項目１０は「職員が取得した年次有給休暇日数（繰越日数を含む）」÷「職員に付

与された年次有給休暇日数（繰越日数は含まない）」×100 


